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2018年6月1日 株式会社シュアール

静岡県掛川市役所福祉課窓口に

シュアールの遠隔手話通訳が導入されました。

静岡県掛川市（松井三郎市長）は、市役所の福祉課窓口に株式会社シュアールの提供する遠隔手話通
訳を導入しました。
＊手話によるプレスリリース：https://youtu.be/Z94LlSazg6E

平成30年4月2日より、掛川市福祉課窓口にて、シュアールの遠隔手話通訳がご利用頂けるようにな

りました。福祉課窓口にはタブレット端末が常設され、サービスご提供時間内であれば、タブレッ

トの画面を介していつでも手話通訳がお使い頂けます。福祉課窓口での各種申請、お手続きの際に

ぜひご利用ください。

【場所】 掛川市役所福祉課窓口 【サービスご提供時間】 開庁日 9:00～17:00

福祉課窓口でのコミュニケーションをバリアフリーに

静岡県掛川市は、菊川市、御前崎市と足並みをそろえた形で平成29年3月の各市議会において手話言

語条例を制定し、同年4月1日に施行しました。市として手話の普及、理解促進及びろう者の社会参加

の促進を目指し、様々な取り組みを実施しています。
■静岡県掛川市 http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/

■掛川市手話言語の推進に関する条例

https://www3.e-reikinet.jp/kakegawa/d1w_reiki/42990101000500000000/42990101000500000000/42990101000500000000.html

掛川市のご紹介

本件に関する
お問い合わせ

P R E S S   R E L E A S E

株式会社シュアール コーポレート事業部 担当：中西

〒141-0021  東京都品川区上大崎4-5-37 山京目黒ビル309
TEL：03-6417-9003 FAX：03-6417-9004
手話：contact@shur(Skype)

静岡県掛川市役所内観（掛川市提供） 手話通訳サービスイメージ

“Tech for the Deaf”というスローガンのもと、IT×手話サービスを展開しています。株式会社シュアー

ルの手話通訳サービスは、手話通訳の専門技術をもった有資格者により提供し、JR東日本の主要７駅

でご利用頂けるほか、各地行政機関、民間企業にも導入されています。
■シュアールグループ http://shur.jp

■手話TV http://shuwa.tv

■デフカルチャースクール http://shur.or.jp/dsc

株式会社シュアールのご紹介
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